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令和元年度第２回北海道食の安全・安心委員会議事録 

 

日時：令和元年11月18日（月）15：00～17：10 

場所：ＴＫＰ札幌ビジネスセンター赤れんが前 はまなす 

 

○ 開 会 

【大脇農政部食の安全推進局食品政策課主幹】 

ただいまより、令和元年度第２回北海道食の安全・安心委員会を開会いたします。

開会に当たり、北海道食の安全・安心委員会西邑会長からご挨拶をいただきます。 

 

【西邑北海道食の安全・安心委員会会長】 

西邑でございます。食の安全・安心委員会の開催にあたり、一言ご挨拶申し上げ

ます。本日は、何かとお忙しい中、委員の皆様には、お集まりいただき、ありがと

うございます。 

前回、令和元年度第１回委員会におきましては、「北海道クリーン農業推進計画」

の策定に向けて、クリーン農業の現状と課題について道から説明を受けるとともに、

同計画の策定に向けた考え方について、意見交換を行ったところです。 

本日の今年度第２回目の委員会では、「北海道クリーン農業推進計画」の策定に

ついて、知事から諮問を受けまして、計画の素案について審議を行う予定となって

おります。また、本計画については、今後実施されるパブリックコメントでの道民

意見などを踏まえて作成される計画の案について、来年１月と２月の２回の委員会

で審議を行った上で、答申したいと考えております。 

さて、北海道における農業生産は、国内の食料の安定供給のみならず、最近は輸

出品目としても期待されており、北海道の基幹産業としてますます重要になってお

ります。また、生産物については、質はもとより、その生産方式にも環境と調和し

た持続的なものが求められておりますが、持続可能な開発目標ＳＤＧｓにおいては

17 の目標と 169 のターゲットが具体的な目標として、国連で定められております。

今回検討するクリーン農業というのは、ＳＤＧｓの中の多くの目標を達成する上で、

重要な手段と申しますか、施策の一つだろうというふうに考えております。農業は

やり方によりましては、環境負荷の大きな産業になってしまいます。また、近年の

急激な気候変動に対しましては、緩和策と適応策、これが両輪で駆動することが重

要でございますが、クリーン農業を推進するということは、この両輪を動かす駆動

力になるのではないかというふうに考えております。本日の委員会でも、北海道ク

リーン農業推進計画が重要な議題として挙げられております。委員の皆様におかれ

ましては、それぞれの立場から、忌憚のないご意見を賜りますようお願いしまして、

私からの開会の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いします。 

 

【大脇主幹】 

続きまして、北海道農政部大西食の安全推進監からご挨拶申し上げます。 

 

【大西農政部食の安全推進監】 

農政部の大西でございます。食の安全・安心委員会の開催にあたり一言ご挨拶を
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申し上げます。 

本日は西邑会長はじめ委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、またお足元

の悪い中、本委員会にご出席賜りありがとうございます。また日頃より、北海道の

食の安全・安心の確保にご尽力を賜り、この場をお借りして感謝を申し上げます。 

本年度はクリーン農業推進計画の策定年でございますことから、前回の委員会に

おきまして、委員の皆様からご意見をいただいたところでございます。その後、全

道５か所で地域の意見交換会を開催いたしまして、クリーン農業について広く意見

を聴取させていただきました。この度、これらの意見などを踏まえ、取りまとめた

第７期の北海道クリーン農業推進計画の素案を本日の委員会にお諮りいたしますの

で、ご審議をよろしくお願いしたいと考えてございます。道といたしましては、本

日皆様からいただいたご意見、そのあと、速やかにパブリックコメントを実施しま

して、クリーン農業をめぐる様々な課題に適切に対応した計画を策定して参りたい

と考えてございます。 

また、いわゆるゲノム編集技術を利用して品種改良された農作物等が開発され、

食品として流通しうる段階を向かえており、先般、関係省庁におきまして、国内に

おける取扱いについて規定、整理されましたことから、その概要について後ほど情

報提供させていただきたいと思います。 

本日は限られた時間ではございますが、委員の皆様から忌憚のないご意見、ご提

案をいただくようお願い申し上げ、開会にあたってのご挨拶とさせていただきます。

本日はよろしくお願いいたします。 

 

【大脇主幹】 

それでは、お手元の資料を確認させていただきます。出席者名簿、配席図、それ

から北海道食の安全・安心委員会委員・特別委員名簿、その後ろに本日の審議、情

報提供に使います資料です。資料１、２、３がクリーン農業推進計画の関係の資料

でございます。それから、資料の４－１、４－２、５、６が情報提供させていただ

くゲノム編集技術関係の資料でございます。その後ろに食の安全・安心条例、本委

員会の運営要綱、傍聴要領を付けてございます。もし、資料に不足等ございました

ら、仰っていただければと思います。よろしいでしょうか。 

続きまして、本日の出席委員のご確認をさせていただきます。本日、大塚委員が

ご欠席でございます。それから畠山副会長が、今こちらに向かっているということ

でございます。委員 15 名のうち 14 名ご出席いただいてございます。北海道食の安

全・安心条例の第 33 条の規定によりまして、２分の１以上出席いただいており、本

日の委員会は成立ということでご報告させていただきます。 

それでは続きまして議事に移りたいと思います。これからの議事進行につきまし

ては、西邑会長にお願いしたいと思います。西邑会長よろしくお願いいたします。 

 

○議 事 

【西邑会長】 

はい。よろしくお願いします。それでは早速議事に入りたいと思います。お手元

の次第により進めて参ります。まず、１の（１）の審議事項ア、北海道クリーン農

業推進計画（第７次）の諮問について、事務局から説明をお願いします。 
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【山口農政部食の安全推進局食品政策課長】 

食品政策課山口でございます。ただいま西邑会長からお話がありました諮問につ

きましてでございます。これは、第７期北海道クリーン農業推進計画を策定するに

当たりまして、本委員会に意見を求めるというものでございます。本日は、計画の

素案についてご審議をいただき、次の来年１月、さらに２月に開催予定の委員会で、

計画の案についてご審議いただいた上で、答申をいただきたいと考えておりますの

で、西邑会長はじめ委員の皆様よろしくお願いいたします。 

 

【大西食の安全推進監】 

北海道食の安全・安心委員会会長西邑隆徳様。クリーン農業を推進していくため、

今後、道が進めます施策の具体的な展開方向を示す北海道クリーン農業推進計画（第

７期）を定めるに当たり、北海道食の安全・安心条例第 29 条第１項の規定に基づき、

貴委員会に意見を求めますのでよろしくお願いいたします。北海道知事鈴木直道。

令和元年 11 月 18 日。よろしくお願いします。 

 

＜大西食の安全推進監より、西邑会長に諮問書を手交＞ 

 

【西邑会長】 

ただいま、知事からの諮問書をいただいたところでありますが、この諮問があり

ました北海道クリーン農業推進計画については、道のクリーン農業に関する施策の

方針を明らかにする中期的な指針であり、大変重要な計画であると認識しておりま

す。当委員会として答申に向けて審議を行って参りますので、委員の皆様のご協力

をよろしくお願いを申し上げます。 

それでは、本計画の審議を進めたいと思います。イの北海道クリーン農業推進計

画（第７期）素案について、事務局から説明をお願いします。 

 

【山口課長】 

食品政策課山口でございます。 

現在、策定作業を進めております、第７期北海道クリーン農業推進計画について、

計画の素案を取りまとめましたので、お手元に配付しております資料によりご説明

いたします。まず、資料１として計画素案のポイントでございます。それから資料

２として７ページまでが素案本体、８ページ目が参考といたしまして現行計画との

項目比較を添付しております。また資料３として目標指標の考え方、裏面に８月以

降行いました地域意見交換会での主な意見を記載した資料を配付しております。 

 

まず資料 1 の計画素案のポイントから説明いたします。１の「基本的な考え方」

といたしましては、平成３年に道が全国に先駆けて提唱したクリーン農業は、これ

まで着実に広がるのと相まって北海道農業のブランド構築に寄与してきたところで

ありますが、会長のご挨拶にありましたとおり、近年ＳＤＧｓなど持続的な社会づ

くりが求められる中、環境と調和したクリーン農業への期待がさらに高まっており、

第７期計画では、消費者と農業者に向けてクリーン農業の重要性を啓発すること、
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気候変動等に対応する技術を開発し地域の条件に即して普及することなどを通じ、

クリーン農業の安定的な拡大を推進し、持続可能な北海道農業・農村を確立すると

いう考えでございます。 

次に、２の「施策の推進方針の柱」といたしまして、左側に記載しております、

ＳＤＧｓなどへの関心の高まりなど社会情勢の変化、気候変動や規模拡大などクリ

ーン農業を取り巻く環境の変化を受け、右側に、次期計画の５本の柱、今後道が進

める施策の推進方針と展開方向を記載しております。 

ＳＤＧｓのような社会の動きの中で、持続的農業・農村を支えるクリーン農業の

重要性を、改めて消費者や農業者の皆様に伝えていくことが大切であると考え、ま

ず、１点目として、クリーン農業への理解の促進を柱といたします。これが今回の

見直しのポイントの１つでございます。こうした点につきましては前回の７月の委

員会で、吉田委員、畠山委員をはじめご意見をいただいたところでございます。 

また、クリーン農業を推進する上で、何よりも重要な技術の開発と普及につきま

しては、気候変動などを踏まえた技術の再構築や、地域や農業者の状況に応じた課

題やニーズを十分に把握するなど、特にこれまで以上に地域の条件に即したものに

して参ります。これは YES!clean や有機農業、いずれの柱にも通じることとして、

今回の見直しの２つ目のポイントとしております。技術関係につきましても、前回

の委員会では、複数の委員の皆様からご意見をいただいたところでございます。 

さらにクリーン農業では、農薬の適正使用のような食品安全や、適切な施肥のよ

うな環境保全といった取組を確実に行っていくということが大切であります。生産

工程を管理する手法であるＧＡＰの活用がクリーン農業の推進においても、効果的

かつ効率的であるということで、国際水準ＧＡＰの推進を、クリーン農業を支える

取組として新たな柱としております。これは今回の見直しの３つ目のポイントとな

ります。食品安全や環境保全、ＧＡＰ等についても、前回委員会では鈴木委員や大

塚委員などからご意見をいただいたところでございます。 

それから最後の方の資料３の目標指標の考え方でも説明いたしますが、この５本

の柱それぞれに目標指標を設定して、取組の検証を的確に行えるようにしたという

ことが今回の見直しの４つ目のポイントになります。今話しました内容が素案のポ

イントということになります。 

 

次に資料２、素案の本文、こちらの内容をご説明したいと思います。まず資料２

の１ページ目になります、ローマ数字のⅠ「北海道クリーン農業推進計画（第７期）

について」でございます。計画策定の趣旨は先ほど、資料１のほうで説明した基本

的な考え方と同様なものでございます。２の計画の位置付けは、これまでと変わら

ず北海道農業・農村振興条例、それと北海道食の安全・安心条例の２つの条例に基

づく計画、具体的には、第５期農業・農村振興推進計画、第４次食の安全・安心基

本計画、これらの計画に沿った施策別の計画として、このクリーン農業推進計画を

位置付けているもので、計画期間、令和２年度から概ね５年間の、今後道が進めよ

うとしている施策の展開方向を示す計画として策定をいたします。 

ローマ数字のⅡ「クリーン農業について」でございます。１にクリーン農業の定

義、２としてクリーン農業の環境保全効果、３にこれまでのクリーン農業推進計画

の策定状況をそれぞれ記載しております。こちらは前回７月の委員会の際に説明を
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させていただきましたので、ここでは省略させていただきたいと思います。 

次に、２ページをご覧ください。ローマ数字のⅢ「クリーン農業の現状と課題」

に関してでございます。まず１の「クリーン農業の取組状況」についてですが、こ

ちらも前回の委員会で触れた部分と重なるかと思いますが、道内において堆肥等に

よる土づくりや化学肥料の削減、農薬の削減、いずれかを実施している農家数の割

合は、平成 27 年に 51％ということで、都府県の 35％に比べて高くなっている状況

です。また、単位面積当たりの農薬・主要肥料の出荷量は、クリーン農業がスター

トした平成３年から比べて、それぞれ約４割程度の削減となっております。このよ

うな状況から、クリーン農業の取組は着実に広がってはおりますが、今後ともクリ

ーン農業への理解の促進、技術開発と普及、生産・流通・消費の拡大にしっかり取

り組んで、クリーン農業の安定した拡大を図ることが重要と考えます。 

２の「クリーン農業への理解促進」ですが、クリーン農業による温室効果ガスの

発生抑制や生物多様性保全効果については、消費者に対してＰＲを行ってきており

ます。今後も消費者に対して理解を深めるとともに、農業者に対しても持続的な社

会づくりに貢献するクリーン農業の実践をこれまで以上に普及していくことが重要

と考えております。 

３点目、３の「クリーン農業技術の開発と普及」でございますが、これも前回お

話させていただきましたとおり、これまで 435 のクリーン農業技術を開発して、そ

の普及に取り組んできており、今後も新規の病害虫への対応や、栄養診断の高度化

による施肥対応など、クリーン農業技術の開発と普及が必要となっております。こ

の３までの部分が、次期計画の総論的な部分、広い意味でのクリーン農業の取組、

これの現状と課題となっております。 

次に３ページ、４からの３点が具体的な取組の柱となります。まず、４の「YES!clean

農産物の拡大」でございます。「YES!clean 表示制度」に取り組む生産集団は、構

成員の高齢化などから減少傾向にあって、263 集団となっております。一方、作付

面積は増加傾向にあって約 18,000ha となっております。また YES!clean マークを

表示した YES!clean 農産物利用の加工食品は 14 事業者の 39 商品が製造販売をさ

れております。今後とも道産ブランドの信頼関係や産地の技術向上のために

YES!clean 農産物の生産拡大を図っていくことが重要と考えております。 

続きまして５の「有機農業の拡大」でございます。有機農業に取り組む農業者は

510 戸、約 4,000ha で、いずれも減少傾向ですが、１戸当たりの面積は増加をして

おり、今後も安定的な販路の確保や有機農業への参入、転換を推進していくことが

必要と考えております。 

最後に４ページ、６の「国際水準ＧＡＰの推進」でございます。国際水準ＧＡＰ

は農業経営力の強化などに役立つほか、食品安全における農薬の適正使用や、環境

保全における適切な施肥、廃棄物の適正処理などを確実に行う取組でありますこと

から、クリーン農業を推進する上で効率的かつ効果的な取組と考えております。本

年３月現在、認証数が公表されているＡＳＩＡＧＡＰ、ＪＧＡＰで 234 農場、この

他に、認証数が公表されていないＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ．で 102 農場を確認してお

り、認証数は増加傾向で推移しております。今後も流通販売事業者からのニーズの

高まり対応するために、さらなる導入の拡大が必要と考えております。 

次に、４ページの中のローマ数字Ⅳ「クリーン農業に関する施策の推進方向と展
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開方向」について、同様に５本の柱に沿って説明をしたいと思います。まず、１の

「クリーン農業への理解の促進」であります。推進方針といたしましては、持続可

能な農業・農村を支えるクリーン農業に取り組む重要性を農業者に啓発するととも

に、クリーン農業による環境保全効果を広く消費者や流通販売事業者に発信して理

解を促進いたします。展開方向としましては、時代が求めるクリーン農業の大切さ

を農業者に今一度伝える活動や、イメージキャラクターの使用、生き物調査、出前

講座など、消費者の理解を促進する活動などを推進いたします。 

次に、２の「クリーン農業技術の開発と普及」になります。５ページ目になりま

す。推進方針といたしましては、北海道立総合研究機構と連携をしながら、新たな

課題等に対応し、地域条件に即して安定したクリーン農産物の生産に向けた農業技

術の開発と普及を推進いたします。展開方向といたしましては、少し細かくなりま

すが、気候変動等の影響で新規あるいは特異発生した病害虫対策や、農薬を使わな

い防除方法などによる化学合成農薬の削減、栄養診断の高度化等による化学肥料の

削減などの技術開発、また作物別研修会の開催による農業者間の情報交換の促進、

現地実証や栽培基準づくりなどによる産地支援といったことにより、技術普及に努

めて参ります。 

次に「YES!農産物の拡大」、３になります。こちらの推進方針といたしましては、

北海道のクリーン農業を牽引する「YES!clean 表示制度」により、クリーンな道産

農産物への一層の理解と信頼を得るとともに、YES!clean 農産物の拡大を推進いた

します。展開方向としましては、北海道クリーン農業推進協議会や普及センターと

連携した地域登録集団の増加や、農業者との交流や農業体験の機会等を通じて

YES!clean 農産物のＰＲを進めるとともに、YES!clean 登録集団が取り組んでいる

化学肥料や化学合成農薬を削減するために行っている工夫や苦労のストーリーを流

通販売事業者に提供するなど、販路拡大を進めて参ります。 

続いて４の「有機農業の拡大」ですが、こちらの推進方針といたしましては、有

機農業の参入さらに転換の増加や、経営の安定的な継続、有機農産物等に対する理

解の醸成や販路確保などにより、有機農業の拡大を推進して参ります。展開方向と

いたしましては、有機農業経営に係る実践的な情報の提供等による慣行農法からの

転換や新規参入と、さらにその定着の促進、有機農業者によるネットワーク活動の

充実、有機農業の情報発信や需要喚起などに取り組むということにしております。 

なお本日欠席をされております大塚委員の方から、これに関連して、取引、販売

先の確保や補助金などの面での支援施策の拡充を要望するといったご意見をいただ

いております。 

最後に、５の「国際水準ＧＡＰの推進」になります。推進方針といたしましては、

環境との調和などの持続的な社会づくりに貢献するクリーン農業の取組拡大に向け、

生産段階における国際水準ＧＡＰの実施を推進いたします。次のページの展開方向

といたしましては、農業者へのＧＡＰ導入効果の周知や農業者団体とともに支援体

制を整備することなどを通じて、国際水準ＧＡＰ実施を推進して参ります。 

最後にローマ数字のⅤ「計画推進の各段階の取組」についてでございます。全道

的な取組、それから振興局段階の取組、そして、市町村・団体の取組についてそれ

ぞれ記載をしております。以上が素案本文の内容となります。 
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それから資料３をご覧いただきたいと思います。こちら目標指標の内容になりま

す。５本の柱に沿ってそれぞれ一つずつ指標を設定してはどうかと考えたところで

ございます。 

まず１つ目の「クリーン農業への理解促進」に対する目標指標といたしまして、

理解を促進する取組、例えば農業体験型講座や生き物調査などに参加し、クリーン

農業の役割を理解した消費者を北海道クリーン農業サポーターとして、そのサポー

ター数を５年間で 3,000 人にいたします。 

２つ目の柱「クリーン農業技術の開発と普及」、これに対する目標指標としまし

ては、環境保全型農業の取組農家の割合を現状の 51％から 80％に増加をするという

ものです。現行計画、第６期計画の目標 100％から後退したように見えるかもしれ

ませんが、前回はすべての農業者の表現を 100％といたしましたが、今回、概ねす

べての農業者という意味の表現で 80％という数字にしております。 

３つ目の「YES!clean 農産物の拡大」、これに対する目標指標といたしましては、

YES!clean 作付面積 20,000ha を目標とします。これまでの計画の目標 27,000ha か

ら減少はしておりますが、第６期、現行計画期間の増加率を２倍にするといった前

向きな数値としたところでございます。 

４つ目の「有機農業の拡大」に対する目標指標といたしましては、有機農業の取

組面積を 6,500ha としております。これは有機農業推進法に基づいて作成をしてい

る第３期北海道有機農業推進計画、この目標値と整合を図っております。 

最後に、５つ目の柱「国際戦略ＧＡＰの推進」に対する目標指標といたしまして

は、国際水準ＧＡＰのうち認証数が公表されているＪＧＡＰ、ＡＳＩＡＧＡＰの認

証取得数 390 農場という目標としております。これは国が目標とする 2030 年にほ

ぼすべての産地でＧＡＰを導入するという方針を踏まえまして、現在団体認証に取

り組んでいるＪＡの認証取得割合の実績と、認証数は加速度的に増加していくとい

ったような形で試算をしたところでございます。 

以上、第７期北海道クリーン農業推進計画の素案をご説明いたしましたが、今後、

本日を含む委員の皆様からのご意見、それから北海道議会でのご審議、さらに、明

日から１ヶ月間、各振興局での縦覧配付や道のホームページで掲載して、パブリッ

クコメントを実施する予定です。広く道民の皆様のご意見伺った上で、計画の案を

取りまとめ、次回以降の本委員会で、その計画案を委員の皆様にご審議いただき、

３月中に計画を策定したいと考えております。以上で説明を終わりたいと思います。 

 

【西邑会長】 

はい。ありがとうございました。ただいま説明がありました北海道クリーン農業

推進計画第７期の素案につきまして、本日ご出席の委員の皆様から、ご質問、ご意

見をいただきたいと思います。時間の関係もございますが、お１人様、３分程度で、

質問意見等をお願いしたいと思います。せっかくの機会ですから、皆様、お１人お

１人からご意見賜りたいと思います。まず質問等でも結構ですが、どなたかござい

ますか。それではよろしくお願いします、川合委員。 

 

【川合北海道食の安全・安心委員会委員】 

クリーン農業に対する取組ということで、生産者が取り組みやすいように、科学
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的根拠に基づいて指導していただくこと、また、技術開発も進めていただき、その

成果を実際の農業現場に指導し管理するということも含まれておりますので、大変

よろしいかと思います。この計画の中身としては農業、生産の現場における取組が

メインに書かれているわけですけれども、例えば化学合成農薬を減少させるという

ことに関して、いわゆる慣行農法と比べて、クリーン農法で農楽の残留量など実際

に効果が作物中にどのように反映されているのかがわかりません。それに関する実

態調査の数値などお持ちでしたら、紹介していただけると理解しやすいと思います。 

 

【堀田北海道立総合研究機構農業研究本部中央農業試験場病虫部長】 

道総研農業研究本部中央農業試験場の堀田と申します。農薬の残留については今

までも、特に課題化をせずにきております。農薬の登録基準にも、すでに残留基準

というのが設定されて、どれぐらいまで、何回まで散布していいという、それぞれ

の基準が作られておりますので、その基準から減農薬にすれば、それはクリアでき

るだろうということで、今まではそのような、例えば満度に撒いて残留がどうかと

いうことについては、特に研究には取り組んでおりません。すでに安全の範囲とし

て、それを前提にさらに減農薬をという、そういう取組を行ってきております。 

 

【川合委員】 

現行でも、ほとんど残留農薬基準値をオーバーすることはないというか、まれな

ケースだと思うのですが、さらにこういうクリーン農業の推進によって、効果がよ

り数値として明らかにになるのであれば、実際それを公表するというのはなかなか

問題点もあるかもしれませんが、消費者や生産者に対するアピール度は高いのでは

ないかと考えられます。 

 

【西邑会長】 

ありがとうございました。とても大事なポイントかと思います。エビデンスとし

て、これぐらいのことになるんだよということを、一般的な使い方と比べて数値で

見えるというのは、やはり理解を促進する上で、非常に重要な数値かなと私は思い

ました。他に、いかがでしょうか。 

 

【北海道食の安全・安心委員会畠山副会長】 

すいません。単純な質問なんですけれども、クリーン農産物の加工食品が出てい

るということなんですけども、14 事業者 39 商品とここに書かれておりますけれど

も、主にどのような商品なのかということが知りたいことが１つと、あとそれから

新規事業ということで、クリーン農業サポーター制度を創設するということでいら

っしゃいますけれども、クリーン農業サポーター制度というのは具体的にどのよう

な制度になるのかということ、この２点をお願いしたいと思います。 

 

【山口課長】 

まず、１点目のほうの YES!clean 加工食品については、39 商品がございますが、

小豆、小麦、ゴボウ、水稲、メロン、カボチャといったものを原材料としたもの、

例えば、米飯であるとか、カボチャやメロンなどをスムージーにしたもの、小麦の
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関係でいいますと、パン粉やうどん、ひやむぎといったものに加工したもの、それ

から、水稲の中で餅だと切り餅や大福といったようなもの、そういったものがござ

います。 

それからサポーター制度のご質問が一点ございました。こちらの方、今までは指

標として農業センサスのデータを使っておりましたが、こちらのセンサスのデータ

では、理解度というのはなかなか把握しにくいところがあります。認知度といった

項目、なかなか設計が難しいということがございまして、私が先ほど説明しました

ように、例えば、生き物調査など具体的な農業体験型の講座、生産者との交流、そ

ういったものを実際に全道段階あるいは振興局の段階で、農業団体と連携して取り

組んで、数を積み重ねていくということが、目標として、しっかり目指して取り組

んでいけるもの、ふさわしいのではないかといったようなことで設定をしておりま

す。一つの参考といたしまして、私どもメールマガジンとして、MOGUMOGU インフォ

メーションというものを 10 日に 1 度ほど発信しておりますが、これについては、登

録者数を約 6,000 人から 8,000 人に増やしていくという目標にしております。そう

いった具体的に掴めるものの方が、指標として把握しやすいのではないか、そうい

ったところで設計したところでございます。よろしいでしょうか。 

 

【畠山副会長】 

はい、わかりました。3,000 人というのは、実施する人が 3,000 人というのでは

なく、参加をする人たちということですね。 

 

【山口課長】 

参加をしてくれる、賛同をしていただく人で、５年間で 3,000 人という目標を定

めています。 

 

【西邑会長】 

その他の委員の方、いかがでしょうか。 

 

【鈴木北海道食の安全・安心委員会委員】 

普及のためにＧＡＰを利用するというお話でしたが、ＪＧＡＰ、ＡＳＩＡＧＡＰ、

それからＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ．ありますよね。それで、多分お金のかかる額も違

うと思うんですけど、それを普及するのに、支援体制を整備するということですが、

どのＧＡＰを普及していこうと考えておられるのか、ある程度固まっていますか。 

 

【瀬川農政部食の安全推進局長】 

29年度から、道はそれまでのＧＡＰというものから少し変えまして、それまでは、

例えば農協さんが独自でやっているもの、一部の大手スーパーが独自にやっている

もの、その他にＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ．などの国際的なＧＡＰがあったのでござい

ますけれども、全国的に国際的なＧＡＰを推進すること、これも、これから農業の

国際化が一層進展するので、国際競争力をやっぱり持たないといけない、輸出も視

野に入れないといけないということも含めまして、ＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ．、ＡＳ

ＩＡＧＡＰ、ＪＧＡＰというこの３つを推進するということになりまして、道の施
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策としても、まずはそのためには指導員をしっかり、体制を整備しないといけない

ということで、農業団体と一緒になって、また普及員も含めまして、道内でも四、

五百名くらいの指導員を確保してございます。それと同時に農業者の方々にＧＡＰ

の必要性を普及しながら、併せて、初年度だけは取得経費のほぼ全額は支援して、

２年目以降は、ＧＡＰの必要性というのを自ら理解する中で、それぞれ対応しても

らうこととしています。 

ただ、北海道の場合は大量生産、大量消費、加工という流れがございますので、

一個人で取って、残りは取らないで、それをコンタミして、一緒に大型の工場に入

れてしまっても意味がないので、今農業団体では、特にホクレンさんが中心になっ

て、まず国際的なＧＡＰを意識した方向に向かうために、例えば米などを含めまし

て、系統活動の一環で、全体で運動として盛り上げて、ステップアップをしながら、

そういったものに向かっていくという取組を始めているところでございます。そう

いった方でも、いろんな国の支援や施策など使いながら、そういうことを進めてい

ただいておりますし、また、自分で出荷する人は個人で取得してもコンタミしませ

んので、これは個々人で取っていただくという形の中で、指導面での指導体制の強

化、それから、取得に伴う支援を行っているというようなところで、今後とも進め

ていきたいというふうに考えてございます。 

 

【鈴木委員】 

ありがとうございます。結局、表示制度というのもそのうち必要になってくるの

かと思うんですけど、どんどんＧＡＰを取りました、それで、今後、道産の生鮮野

菜とか果物を輸出するみたいな形になった時に、海外で通用しないということなっ

てしまうと、これまた問題になると思いますので、その辺もある程度見通した上で、

どのＧＡＰを普及していくかということを、お金の問題も天秤にかけないといけな

いと思いますが、その点で、せっかく取っても意味が無いということにならないよ

うに、ある程度考えていかれた方がいいかと思います。 

 

【瀬川局長】 

輸出もまだまだこれからというところでございますけれども、実はＧＬＯＢＡＬ

Ｇ.Ａ.Ｐ．というのは、表示をしてはダメという世界でして、ＪＧＡＰの中でもＡ

ＳＩＡＧＡＰはマークを付けてというような形ですが、どちらかというと、マーク

を付けて有利性を出すというよりは、当たり前の世界に海外市場ではなることがあ

ります。例えば、ＧＡＰでなくても、アメリカであればＳＱＦみたいなものを取っ

て、安全性をＰＲしながら、ロットを抱えて市場開拓していくというやり方もござ

います。実はマークが明確になく、そういった製品だということをアピールしなが

ら市場を取っていくというやり方でございますので、これも手前どもで輸出もやっ

てございますので、両方バランスをとってやっていきたいというふうに思っていま

す。 

 

【鈴木委員】 

わかりました。ありがとうございます。 
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【西邑会長】 

今の話で、指導員の方が四、五百名いらっしゃる。この方は具体的にはどういう

方たちで、どういう仕事をやられてるかちょっとご説明いただければと思います。 

 

【山口課長】 

だいたい普及員で 200 名弱、それから農協等の営農の指導員も同じくらい。それ

から市町村の職員といったような方々、それらを合わせてという状況です。基礎講

座などを受けられたという方をカウントしております。 

 

【西邑会長】 

はい、ありがとうございました。その他、委員の方から。はい。それではまず吉

田委員。 

 

【吉田委員】 

学校給食での利用促進、食育活動の推進というところがあるんですけれども、今

現在でも札幌の小学校、中学校での学校給食に YES!clean の農産物というのが使わ

れていると思うのですけれども、それに対しての学校との連携といいますか、そう

いった学習ですとか、どういったつながりあるのかをちょっと教えていただきたい

のですが。 

 

【山口課長】 

なかなか価格の点などもあって、具体的に量として多いかというと、なかなかそ

うではない部分があるのですが、学校との連携という部分では出前講座などそうい

った取組があります。これは食育の中での数字ですが、学校を中心に１年間で延べ

40 万人ぐらいの生徒の方が食育の関係の取組を行っておりまして、先日の食育コー

ディネーター会議等でそのような数字を把握して報告したところでございます。特

に学校では学校給食が、食育並びに食習慣を作っていくといったところで、やはり

その機会は非常に大きいので、小学校、中学校、さらに栄養教諭の協力を得ながら、

そういう機会を通じながら、この YES!clean の取組を含めて行ってもらうことを考

えております。 

 

【吉田委員】 

ありがとうございました。子供が学校で学んだことを家庭で話すと思います。そ

れをやっぱり親が理解して、食生活につなげられれば一番いいと思いますので、例

えば学校で学んだことを、そういったものを、子供を先生としてというか、親と週

末に農業体験に行けるようなそういった繋がりがあると、大変いいかなと思います。

また、小学生ぐらいの小さいお子さんを対象にした食育活動というのはあると思う

のですけれども、中学生、高校生となると、なかなかそういった機会がありません

ので、ぜひ中学生、高校生、そこに対する食育というものもやっていただけたらい

いかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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【山口課長】 

今いただいた中学生、高校生のことは、食育の会議でもお話あったんですけれど

も、特に高校生がブラックボックスになっているということ、そこで給食がなくな

るということもあって、高校生に対するアプローチをどうしたらよいかが一つ課題

として伺ったことがあります。そのあたり、大切な思春期の時期でありますので、

食に対する理解、関係をターゲットに、このクリーン農業以外のところも含めて、

広く食育に取り組みたいと考えております。 

 

【西邑会長】 

吉田委員、でよろしいでしょうか。 

 

【吉田委員】 

はい。 

 

【西邑会長】 

食育というとどうしても小さなお子さんというイメージが出てくるのですが、精

神的にも肉体的にも成長するその時期に何を食べるかということも大事なことだと

思いますね。そういったところも、カバーできるようにしていただけるとよいと思

います。他の方で、では武岡委員。 

 

【武岡北海道食の安全・安心委員会委員】 

同じような質問だったんですけれども、（資料２の）２ページ目の２番で出前講

座やセミナー等を通じて消費者にＰＲと記載されてるんですけれども、こちらは、

いつ、どんな形で、何回ぐらい予定されているか、また実施しているのか、教えて

いただきたいなと思いました。 

 

【山口課長】 

実施している結果はございますので、少々お待ちください。これから進めていく

ところについては、これから予算要求と相まって、数字の方は固めていきたいと思

っているのですけど、実績のほうは後ほど説明をしたいと思います。 

 

【武岡委員】 

一つ思ったのは、消費者にＰＲということで記載があるんですけども、やっぱり

たくさんの人に知られないとあまり意味がない気がしていて、ちょっとずれるので

すけど、自宅にこれ（北海道農業・農村情報誌「confa」）が送られてきたんですけ

れども、これ読むとすばらしい資料で、初めて見たんですけれども、せっかくこう

いう資料を作っても、これを見ると銀行だとか、あとは市町村の窓口、それから病

院だとかに設置していると書いてあるんですけれども、もっと小売店さんですとか、

もっと主婦層だとか、買い物に来る人たちが、多くの方々が目にするようなところ

に設置をしていただけると、もっともっと、ものすごくいい内容なので、道民に広

がるんじゃないかなというふうに感じましたので、ぜひよろしくお願いします。以

上です。 
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【西邑会長】 

貴重なご意見ありがとうございます。ＰＲの場というところでしょうけども、冊

子体、あるいはＷｅｂとかＳＮＳ等使って効果的に、こちらの思いが伝わるという

手だてを考えていただければと思います。藤井委員、お願いします。 

 

【藤井北海道食の安全・安心委員会委員】 

私もＰＲの観点からお話させていただきたいんですけども、ＰＲで一番インパク

トがあるのは、やっぱり実際に販売しているところになります。そういう意味では

いろんな研修、講座をやったり、出前講座などいろいろありますけれども、やはり

何といっても、売っているというところであります。先ほど、いろいろ子供たちの

話があって、学校給食ももちろんなんですが、一番大切なのはお母さんたち、若い

お母さんたちですね。食育がもっともっと必要だと、仕事上そう感じております。

そういう意味では、やはりお母さんたちに訴えることを大いにやってもらいたい。 

ただしそう言っても、現実には、就学期を通してどれだけ安定的にできるかとい

うのもありますし、一方では先ほども出ております、価格もどのようになるのかな

というのも、非常に分からないところがあります。ある意味では限定的なモデルケ

ースという形になると思うのですけれども。そうすると、小売さんといってもすべ

ての小売さんというのはなかなか難しいと思います。量の問題も含めてですが。そ

ういう点では、ホクレンさんのお店だとか、生協さんとかですね、ある程度、一般

の小売さんとは、同じ小売さんなのですけれども、ちょっと違った形でできる小売

さん。その店の中で限定コーナーを作って、先ほどパンフレットの話もありました

けれども、その中で販売しながらＰＲしていく、先ほどの出前講座なども並行して

やっていくということが必要ではないかと。そうではない、単なる研修、講座ばか

りではなかなかうまくいかないと思います。過去にも減農薬とか低農薬とか、我々

も随分やりましたけど、あまりうまくいかなかったという経験はありますので、そ

ういう意味では、ぜひそういうふうにやられたらいいかなという意見であります。

以上です。 

 

【山口課長】 

ご意見ありがとうございます。計画策定の参考にさせていただきます。 

先ほどご質問のありました、生き物調査や講座の実績、今年度行っている部分と

いうことでありますけど、だいたい30ほどの行事を行っております。各種セミナー、

それから稲作体験、いろいろな展示等合わせて約 30 となっております。代表的なも

のとしては、アリオやラルズなどの量販店でのＰＲ、それぞれ振興局段階で取り組

んでいる同様の取組、それからクリーン農業のセミナー、大学等で行うセミナー、

それから子供たちを集めての生き物調査、そういったところが主なものになってお

ります。こちらでよろしいでしょうか。 

 

【西邑会長】 

ありがとうございます。先ほどの質問に対する数値、内容でした。 

それで今、藤井委員からありましたところ、とても大事なことで、やっぱり、本
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当にそのものを食べるとき、買うときに、それがなんだという実感を伴った認識と

いうのがとても大事だと思うんですね、そのところ、先ほどの武岡委員からあった

ＰＲの手段とあわせてですね、何かよい効果がきっとあると思うので考えていただ

いて、それが案の中に入ってきたらと思います。 

まだですね、20 分ぐらいありますので、皆さんご質問ご意見お願いします。はい、

川畑委員。 

 

【川畑北海道食の安全・安心委員会委員】 

栄養士会の川畑でございます。皆さんからお話があった中で、私が伺いたいなと

思っていたところは先ほど質問されたのですが、私がちょっとお話させていただき

たいのは、いい商品であっても、その商品が実体験として体に入ったときどうなの

かというような部分が少し加わってくると、例えば野菜は確かに、有機野菜は非常

にいいですよというのが、何に対していいのかという、もうちょっと具体的な購買

の仕方というのがあってもいいんじゃないかなと、ちょっと日頃思ってました。せ

っかくこういうふうにスタートしても、先ほどの武岡委員の方からも、いい冊子が

あって、その冊子が目に触れる時に、理解ができる方とそうじゃない方がいらっし

ゃると思うんですよね。なので、せっかくお店に置かれたときに、商品にはこれと

これを合わせるともっといいですよというような部分だとか、この商品はこんな加

工すると、こんなふうに有効ですよというのが、やはり具体的なものにすると、購

買意欲も少し上がるのではないかなと。商品だけ買っても使い方がわからないだと

か、もっと有効的な使い方もできるというようなこともありますので、ちょい足し

のような何かプラスアルファが、今あまりないような気がしてならないんですよね。

栄養士会としてもその辺ところ、少し動かないといけないと、常日頃思っておりま

すので、コンビニエンスストアに行ってもいい商品を、これ単体で買っても、これ

とこっちを買ったほうがまだいいんですよみたいなイメージのものをどんどん進め

ていかれると、お母さんの食育にも繋がってくるのかなというふうに思っています。

せっかく 14 事業者で 39 品目できている。申し訳ないのですけど、私、それにすご

く関心の高い方の部類に入るはずなんですね、なかなかそれがどの商品だったのか

なという、畠山委員からの質問を私もしたかったところでございますので、その当

たりのところ、もうちょっと明解になるといいのかなというふうに思っております。

よろしくお願いいたします。 

 

【西邑会長】 

貴重なご意見ありがとうございました。栄養士会ともタイアップしながらですね、

そういう方法を考えていただければ。他にいかがでしょうか。はい、濱本委員、よ

ろしくお願いします。 

 

【濱本北海道食の安全・安心委員会委員】 

北海道の農産物を中心といった小売店をやっているのですが、生産者で今年、い

つもおいしい農作物を作られている方が、ちょっと味が落ちたなと感じることがあ

りました。よくよく話を聞くと、より自然に近い形の栽培方法に変えたとおっしゃ

られていたんです。今まで美味しかったのに、ここで味が落ちてしまうと、お客様
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の購入が滞ってしまうということもありますので、農法を変えたときのそのリスク

に対するフォローアップというのが必要なのかなというふうに感じています。 

 

【西邑会長】 

ありがとうございました。そのあたりについてはいかがでしょうか。対応という

のはいろいろあると思うんですが、おいしさ、やっぱり食品なので、こういうスト

ーリーでこういうふうに作ったんですよ、でもやっぱりおいしいということが必要

であると思うんですね、そこのところで、こういう方法でこういうふうに作ったと

きに、もう少しおいしいものを作る手だてとか技術とか、あるいは評価とか、そう

いったものが必要になってくるかと思うんですが、この点いかがでしょうか。研究

開発の部分もあるかと思います。 

 

【山口課長】 

味が落ちたというのは具体的に、差し支えのない範囲で、どのような品目で、ど

のようなやり方で。自然に近いということでしたが。 

 

【濱本委員】 

ミニトマトです。そこの生産者のミニトマトは素晴らしく美味しい、毎年美味し

いんですけれども、今年は雨とか気象条件もありますので、ちょっとしばらく様子

は見てたんですけれども、例年並みまで持ってこないので、何か変えたか聞いたと

ころ、栽培方法をちょっと変えたというお話だったので、もうちょっと詳しく聞き

たかったんですけど、そのグループ内でいろいろと試行錯誤やられてるみたいだっ

たもので、詳しいことはちょっと教えられないけど、というお話でした。 

 

【山口課長】 

試験場のほうから補足などありましたら後でお願いしたいのですが、ミニトマト

でしたら水分だとか、切ったりだとかによって味が変わったり、あと、ＧＡＢＡと

いわれる成分が上がったり、そういういろいろな変動をするというのは聞いたこと

があります。 

我々としては、西邑会長もおっしゃった、栽培におけるストーリーといった部分

を大切にするということについて、今年一つの試みとして、先ほどの川畑委員の意

見にも関係するかもしれないのですが、コープさっぽろさんの「食べるたいせつフ

ェスティバル」というのがございまして、そちらで当課のほうで今年、YES!clean 農

産物、それから麦チェンなどの取組をしている商品を使って、親子で簡単な調理、

サンドイッチを作って食べてもらうという取組をしました。そうするとストーリー

も上手く伝わりつつ、農産物の味、素材の持つ味といった部分も伝わり、非常に好

評でした。そういった部分を工夫しながら、これから少しずつ、ご意見に対応でき

るような取組をしていきたいと思っているところでございます。 

栽培の関係で何かございましたら、お願いします。 

 

【中本北海道立総合研究機構農業研究本中央農業試験場農業環境部長】 

中央農業試験場農業環境部の中本です。よろしくお願いします。クリーン農業の
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観点から言えば、クリーン農業自体が施肥量だとか、無理のない生育を目指すとい

うことで、これは味に関しては大体よくなる方向でということで、このような技術

を進めております。ただし、一般の農産物、それ以外のことにつきましては、先ほ

どトマトの水分だとか、もっと積極的に甘みをのせるとか、あるいはお米であれば

タンパクを下げるとか、そういう別な方向の農業というのも確かにあって、それら

についても私達研究しながら、取り組んでいるところです。 

今回のことにつきましては、どういうような農業をやっていたかというのは分か

らないんですけれども、クリーン農業というのはそういう方向で、品質も良くしな

がら、できるだけ無理、無駄のない、化学物質をあまり使わないような農業を目指

しているということでご理解いただければと考えております。 

 

【西邑会長】 

よろしいですか。その他。では、先に森委員の方から。 

 

【森北海道食の安全・安心委員会委員】 

北大の森でございます。今お話が上がっていたクリーン農業の生産に関してです。

クリーン農業では、余計な物を使わないことを基本前提としていると思いますが、

道内の各地には色々な状況があると思います。余計な物を使わないクリーン農業の

手法がどの程度まで適応可能なのでしょうか。この事について、一応お伺いしてお

きたいと思います。現状でも 50％程度がもう取り組んでいらっしゃるということで

すけれども、それが、道内の各地で行われているか、地域的な偏りがないか等、そ

ういったことがもし分かればお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

【山口課長】 

一定程度というのは 51％という数字、これは平成 27 年のセンサスの調査の数字

なんです。これは環境保全型農業に取り組んでいるといった質問があって、５割が

取り組んでいるという答えなのですが、「地域の観光と比べて」とありますので、

慣行農法含めて、地域全体が環境保全型農業に取り組んでいくと、環境保全型農業

の取組それ自身が全体的に上がっていくと、逆に数値だと出てきにくい、正確に出

てこないというところが少しあるかなということがありまして、その数字の部分は

今回、指標を変えることを考えてございます。 

また、地域的にどこが取り組んでいるのか、そこは農協単位でクリーン農業に取

り組んでいる、有機に取り組んでいる、そういった地域的な特徴がございますし、

さらに取り組んでいる地域はここの産地といった偏りはございます。具体的な地名

とかはよろしいでしょうか。 

 

【瀬川局長】 

これまで使っていた国のセンサスの数値は、クリーン農業でイメージするような、

農薬と化学肥料両方削減していたらこのカウントとなるわけではなくて、環境に配

慮した取組をしていればカウントになってしまうものですから、クリーン農業のイ

メージと同じように見てしまうとちょっと違うような形になります。 
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【西邑会長】 

よろしいですか。森委員の質問の意図は、そういう地域差とかもしあるならば、

何かその奥に取組とかいうものに問題とか、やり方があるんじゃないかという。 

 

【森委員】 

やりやすい地域とやりづらい地域があるだろうなというところ、実際にはどれく

らいまでのところまで行けるのかなというところですね。 

 

【山口課長】 

前回の委員会のときに、現状というところで報告した中で、特に作物的な偏りが

あるといったような説明をしたかと思います。ここ近年でも、例えば米は非常に取

組がしやすい、クリーン農業に取り組みやすいということで、3,000ha ほどこの５

年間で増えていて、逆に野菜関係で、第１回の委員会で質問があったのはピーマン

だったかと思いますが、特に手間のかかる、若しくはその担い手が減ってきている

というところで、YES!clean 農産物が減ってきている部分もあったり、その作物自

体が減ったりしている。また、バレイショについても（生食で）減ってきているの

は、手間のかからない加工用とかそういったものに取り組むようになる、そういっ

たことで、地域設定よりも作物の方が、影響が大きいと感じております。 

 

【西邑会長】 

いろいろデータ、複合的なデータというのがあるでしょうから、それを解析して、

どこを戦略的に行くんだということは出てくるんだろうと思います。よろしくお願

いします。他の委員の方で、いかがでしょうか。 

 

【白幡北海道食の安全・安心委員会委員】 

北海道文教大学の白幡と申します。よろしくお願いいたします。先ほど、学校給

食での連携、栄養教諭が食育を行って、子供から親へ、親から農業体験したりとい

うことで、クリーン農業についてすごく広まっていって、そういうふうにして広め

ていくのがいいなあと思ったんですけれども、中高生、高校生へのアプローチがや

っぱり少ないという話もあり、大学生も、関連した大学、こういう栄養系の、私そ

うなんですけれども、栄養系の大学だと、やっぱり何となくは耳に入ってくるもの

だと思いますが、全然関係のない大学に行ってしまうと、耳から入ってくるものと

してないかなと思ったので、もっと何か、広がる方法があったらいいかなと感じま

した。 

あと、もう一点、私がちょっと思ったことなんですけど、クリーン農業のイメー

ジキャラクターが現状としてあるみたいなんですけど、それが私の見たことないだ

けなのか、こういうのがあるんだなと感じました。 

 

【山口課長】 

前回お配りにした資料に、白幡委員ご欠席だったのですが、ここにあるクリーン

農業のキャラクター「ハタケダ博士とくりーんだね」という、これ実は着ぐるみも

あって、大学の方にはたまに、必要に応じて貸し出したりしている、そういったも
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のもございます。あと、これのミニ版というか、ぬいぐるみみたいなものもあって、

イベントのほうで使っております。ちょっと主観も入るのですが、茶色がベースの

地味な色合いのキャラクターということもあるので、ＰＲについては考えるところ

があるかなと思っております。何かアドバイスいただければ、参考にさせていただ

きたいと思います。 

 

【西邑会長】 

ありがとうございました。確かに大学生もなかなか食生活、うちの学生たちもか

なりひどそうなので、必要なのかなと思います。また、そのキャラクターを、二次

元で見るのですが三次元で見たことがないので、次回ここに連れて来ていただけれ

ばと思います。ちょっと時間も押してきましたので、あと、まだご意見いただいて

いない委員から、一言ずつくらいいただきたいなと思うんですが、いかがでしょう

か。菊谷委員。 

 

【菊谷北海道食の安全・安心委員会委員】 

ぎょれんの菊谷と申します。ジャンルがちょっと違うんです。質問ではなく、今、

議論の中で思った感想をちょっと述べさせていただきたいなというふうに思います。 

食の安全・安心、大いに進めていただきたいと思います。これからの時代、大事

なことだと思っています。我々もジャンルが違うんですけども同様の取組をしてい

ます。と同時に、今日のテーマのクリーン農業ですね。減農薬であるとか、有機栽

培でしょうか。これもまた大事なことだろうと思います。ただ、ちょっと違う視点

からして言わせてもらいますと、今日の議論すべて消費者サイドからなのかなと思

います。私は生産者団体なので、あえて生産者の目線から考えてみますと、やっぱ

り減農薬にしても、有機栽培にしても、生産者にとってメリットがなければ、生産

者は作らないと思うんですよね。それをどうやって表現して、どうやって実現させ

るのか。説得するのか。残念ながら、ちょっと今日読ましてもらった資料では、そ

の辺の具体策に欠けるのかなというふうに感じました。それはやっぱり農業という

大きな括りではなくて、特定の品目、作物ですとか、そういうものにスポットライ

トを当てて、需給バランス、その年、過去３カ年、５カ年、10 カ年どうだったのか、

価格の推移はどうなのか、どこで売れるのか、国内はどこなのか、世界はどこなの

か、どこを目指していくんだと、もう事細かなですね、戦略立てをして、生産者に

対して説明をして、納得していただかないと私はちょっと厳しいのかなというふう

に感じました。以上です。 

 

【西邑会長】 

はい、ありがとうございました。それこそ、持続的に、農家、生産者が生き残る

ためには、そこが大変重要かなと思います。それでは箱石委員、よろしくお願いし

ます。 

 

【箱石北海道食の安全・安心委員会委員】 

私どものホクレンという立場で、農業団体の人間として、今の菊谷委員の立場と

同じ生産から販売という中で仕事をさせていただいてるのですけれども、まず一つ
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は、先ほどから話が出ています、生産現場がクリーン農業ですとか、それからＧＡ

Ｐだとか、そういったことを、やはりＪＡグループとしても、必要なので取り組ん

でいきましょうということで、今は道庁さんですとか道総研さん、普及センターと

一緒にですね、ＪＡグループも営農支援体制を組んで、全道的に展開できるような

技術面ですとか、あと施肥設計ですとかそういったものを、いかにコストを下げて

効率的にやるかというのを、今一緒になって取り組んでいるという状況です。地域

によってやはり状況も違うところもあるので、そういうところも、地域に見合った

形でやっていくということで、ある面ではではそういう努力を一方ではしているん

ですけれども、先ほどの菊谷委員からもありましたけとおり、生産者の立場として

はやはり生産性向上ですとか、それから所得の確保というところが大きな課題にな

りますので、ぜひ一つ目としてはやはり、例えば、環境制御型のハウスの中で、二

酸化炭素の量を調整して、それによって単収は上がるというような、そういう技術

もＩＣＴの関係で出てきています。そういったことに生産者が取り組んだところに

は、道なり行政なりが、いろんな形で支援するような体制をとって、少しでもコス

トを下げるという技術をやって欲しいということもありますし、一方ではやはり規

模拡大等がありまして、自動操舵のような大型のトラクターを、ＧＰＳを使ってや

ると。その時の機械の導入ですとか、そういったものに対する助成というところも、

これ合わせてやっていかないと、なかなか運動論だけでは上手くいかないというと

ころあるので、その辺りは今こうやってますけども、これからも、さらに意識した

対応というのは、必要になってくるのかなというのが一つです。 

それから、販売面でいくと、先ほど生協さんとかホクレンショップで、こういう

ＧＡＰで出来たものとか、クリーン農業、有機のもの売ったらいいんじゃないです

かという話もあったのですが、実際我々も売りたいんですけれども、ＳＤＧｓでも

あります、つくる責任、それからつかう責任、いわゆる食べる、買う責任ですね。

我々だったら安全で安心なものを取引する、作っていくというような努力をするの

ですが、今度買われる側の立場としては、そういう苦労して作られたものはやっぱ

り多少コストも上がって高くなるというところも、やはり食べる責任、使う責任と

してはそういう背景をちゃんと理解しながら、多少高くても買っていくんですよと

いうような、いわゆる食育だと思うんですけども、そういうことを意識した食育と

いうのは展開する必要があるのかなと。私は去年イタリアに行ったのですが、イタ

リアは自国の食品とそれから輸入物とはかなり価格差はあるのですが、やっぱりイ

タリア国民というのは優先的に自国のものを買う、イタリアはスローフードの発祥

地でもあるので、高くてもやっぱり我々は自国のものを買って、農業を応援するん

だというような、そういう意識が非常に強い国です。そういった形を北海道の中で

も、これは北海道の皆さんと一緒にですね、そういった意味では食育なり、そうい

うＳＤＧｓを意識したつくる責任、それから買う責任といいますか、そういったも

のをみんなで意識して、運動として展開としていくということが必要じゃないかな

というふうに思います。以上です。 

 

【西邑会長】 

ありがとうございました。大変貴重なご意見で、素案の中にもございますが、理

解を促進するということの中は、やはり上流から下流まで、すべてを丁寧に理解し
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ていただくということが必要であろうかと思います。そういう意味で今のご意見を

貴重かなと思います。稲田委員、いかがでしょうか。 

 

【稲田北海道食の安全・安心委員会委員】 

手短に失礼します。事業者といいますか、製造しているメーカーとして考えてみ

たのですけれども、いまクリーン農業というところで、農産物というものは中心に

やられていると思うんですけれども、思ったのは、ジュースとか、ペーストとかと

いうものがもっとありますと、消費者の皆様、商品としてもっとこう幅広く、いろ

んなものができるのではないのかなと思ってお聞きしておりました。その中でまた

YES!clean マークというのが、もっと普及できるように、どのようにして、商品に

ラベルとしてパッケージできるかというところを、もっと付けていくことができる

と、もっと皆さんの前に広がるのではないかなというふうに考えております。 

 

【西邑会長】 

ありがとうございました。今のご意見いかがでしょうか。 

 

【山口課長】 

先ほど、14 事業者 39 品目、YES!clean 加工食品ですけど、まだまだ数が少ない

ということでございます。そういった部分は、これから広げていくという必要性を

我々も感じております。 

 

【瀬川局長】 

いろいろクリーン農業についてご意見いただきました。昨年、道では食育推進計

画というのを作ってございまして、子どもの頃は親御さんとの食事の中でいろいろ

学ぶけれども、高校くらい、大学になると中抜けして、そのあとまた独身が入って、

家庭を持つようになると、また食育に関心が戻って、という流れがあるということ

で、その薄い部分も含めて、食育を進めないといけないというところがございます。

今日、議題はクリーン農業でございますけれども、このクリーン農業という取組を

なぜやっているかという部分を、この食育の中で合わせて進めないと、クリーン農

業単体だけで進むというのは限界がございます。当面の目標として、クリーン農業

は３割の農薬と化学肥料を減らす、高度クリーンであれば５割減らすという目標は

あるのですが、実際その減らす意味というのが、従来品と何が違うのかという部分

を、食育の中で進めていかないと、このクリーン農業というのはなかなか受け入れ

づらいところがございます。生まれてから死ぬまでの食育、高齢化も含めた食育を

進めるという方針を、昨年度策定の食育計画で決めましたので、こういったものも

具体的に絡めながら、クリーン農業と合わせて進めていこうというふうに考えてご

ざいますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 

【西邑会長】 

ありがとうございました。そろそろここのところを締めたいと思いますが、最後

に畠山副会長から。 
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【畠山副会長】 

重ねてのことに、意見になるかもしれませんけれども、クリーン農業の推進とい

うことで、クリーン農業自体は一般消費者にとって、健康面への影響ですとか環境

保全、そういったことにいいということは知られていると思うんですけれども、こ

の計画の中の文言にあります、温室効果ガスの発生抑制に役立つと、そういったと

ころ例えば一般的にはあまり考えてないのではないのかなと、周知されていないの

ではないかというふうに思います。この温室効果ガスの発生抑制ということは全く

もって今日的な課題でありますので、このことをもう少し周知していくと、クリー

ン農業への理解というのがまた深まっていくのかなというふうに感じております。 

それからもう一つ、YES!clean なんですが、これの課題というのはやはり先ほど

稲田委員もおっしゃいましたとおり、私も何回か意見を言わせていただいているの

で恐縮なのですけれども、やはり消費者が買うときにはマークが無くなっていると

いうところ、何と言っても一番大きな課題であるというふうに思います。そういう

状況では、生産者もですね、する気がちょっと減退していくのではないかなという

ふうに思いますので、何としてもこのところの課題をクリアしなければいけないな

というふうに感じているのですけれども、生産段階で、例えば袋詰めするとか、あ

るいは流通業者にもっと YES!clean というものを理解してもらって、そして優先的

にですね、クリーンな産物であるということで選んでもらえるようなですね、そう

いったような周知の方法といいますか、そういったことができないかなというふう

に思っています。そういった、例えばその表示という部分で、加工食品になります

と表示ができますので、大変よろしいなというふうに思っております。以上です。 

 

【西邑会長】 

ありがとうございました。だいたい時間も押していますので、よろしいでしょう

か。全委員から貴重なご意見出てきたと思いますので、これを吸い上げて、また案

づくりに生かしていただきたいと思います。ただいま委員から出されましたご意見

等を踏まえて、道において、北海道クリーン農業推進計画の７期の案ですね、作成

を進めていただくということで、委員の皆様、よろしいでしょうか。はい、ありが

とうございました。それでは、北海道クリーン農業推進計画第７期の案の作成につ

いて、どうぞよろしくお願いいたします。 

続きまして議事の２番目ですが、その他のア、ゲノム編集技術を利用して得られ

た生物及び食品等の国における取扱いについて、事務局から説明をお願いします。 

 

【山口課長】 

続けて食品政策課山口と、それから保健福祉部健康安全局食品衛生課の斉藤課長、

環境生活部くらし安全局消費者安全課の髙石担当課長が、それぞれ所管の部分を説

明するということで、情報提供させていただきたいと思います。座って説明させて

いただきます。 

すでにご存知の委員の方もおられるかと思います。本年９月 19 日に、厚生労働省

で、ゲノム編集技術応用食品等の食品衛生上の取扱要領が定められ、それからまた

同日、消費者庁におきまして、ゲノム編集技術応用食品の表示のあり方について整

理がされております。そして先月の９日には、農林水産省において、農林水産分野
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におけるゲノム編集技術を利用して得られた生物に係る取扱いというのが定められ

ております。前回の７月の本委員会において、国の方で開催した意見交換会の資料

をご紹介して、検討状況や考え方等をご報告させていただきました。それが成案と

なったということでございます。今回その規定、整備された内容の概要についてお

話をしたいと思います。 

まず、農林水産分野におけるゲノム編集技術を利用して得られた生物の取扱いと

いうことで、資料４－１と４－２がございます。資料４－１、カラーが混じってい

る方ですが、そちらが私どもの農政部食品政策課でまとめた概要版ということで、

そちらの方を中心に説明をしたいと思います。資料４－２が国から出ている通知文

の本文の写しになります。 

まず１ページをご覧ください。１の概要についてでございます。昨今、新たな育

種技術として、いわゆるゲノム編集技術を利用して品種改良された農産物などが開

発されて、食品として流通しうる段階を迎えているということで、この中には、カ

ルタヘナ法の対象である遺伝子組換え生物に該当するものと、該当しないものとい

うものが存在いたします。それで、農水省は先月の９日に環境省の通知、注釈の※

印３という中にございます、本年の２月に環境省が取りまとめた通知というのがご

ざいますが、これに基づいて、農林水産分野におけるゲノム編集技術の利用により

得られた生物について、生物多様性への影響の観点から使用者に情報を求める際の

具体的な手続きを定めて公表したというものでございます。 

手続きの内容についてですが、２の農林水産省取扱方針にございますように、使

用者、この使用者という定義ですが、これは実際に農作物を栽培する農業者ではな

くて、開発者、それから輸入種苗の場合には輸入業者、そういった方を想定してお

ります。この使用者からの情報提供、食品についての厚労省の通知では届出という

言葉になっておりますけど、事前にその内容を農林水産省において確認した上で受

け付けることとして、この通知が公表された 10 月９日から事前相談というものが開

始されております。 

めくって２ページ目、３の情報提供の詳細をご覧ください。（１）の手続きにつ

いてでございます。まず①の事前相談ということで、使用者はゲノム編集技術を利

用して得られた対象生物の使用に先立って、情報提供書の案を農林水産省に提出す

る。農林水産省はその生物が遺伝子組換え生物に該当しないといったことなどにつ

いて、必要に応じて学識経験者に意見照会を行い、内容を確認して参ります。この

事前相談を終えた後、②の情報提供書の提出として、使用者は情報提供書を農林水

産省に提出、これが正式提出、事前相談を経て今度は正式提出という形になります。

それを行い、農林水産省は情報提供書を特定の者に不当な利益または不利益をもた

らす恐れのある情報を除いて、ホームページで公表していく。これが一連の情報提

供の内容になります。この手続きの流れを図にしてものが、中段のようなフロー図

になります。 

この情報提供書には、下段の（２）のほうにございますとおり、ゲノム編集技術

を利用して得られた対象生物の名称、用途のほか、カルタヘナ法の対象外の生物で

あることの情報やゲノム編集の方法、そして実際に生じた形質の変化や、意図しな

い変化の有無、生物多様性影響が生ずる可能性に関する考察といった項目について

記載することとなっております。 
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今の資料４－１の２ページのフロー図のすぐ上に、③として後代系統の取扱いと

いうところを記載しております。情報提供がなされた生物を交配して育成された後

代系統についても、当面の間、個別事情・事例ごとに農林水産省に問い合わせた上

で、その交配に用いた生物の特性や、生物多様性に変化が生ずる可能性のある場合

は、同様にこの情報提供を求めることとするという内容になっております。また、

先ほど使用者には輸入業者も含まれると説明しましたが、海外で育成された系統に

ついても、我が国で使用するものについてはこの通知の情報提供の対象となります。 

若干補足をさせていただきますと、農水省の担当官の方からは、特にカルタヘナ

法の対象外の生物であること、細胞外で加工した核酸またはその複製物が残存して

いないことが確認された生物であることということですが、その情報として、選抜

育成の経過や移入された核酸の残存の有無を確認した方法の情報含めて、遺伝子組

換え生物と同様に、その点について綿密に聞くと、要はこの部分を一番重要視して

いるという話を聞いております。また生物多様性影響が生ずる可能性に関する考察

ですが、競合における優位性、有害物質産生性、それから交雑性など、要するに野

生生物の生育を阻んで駆逐するといった影響の部分、その部分の考察については、

遺伝子組換えの評価で確認をしていることと同じ項目を記載してもらうとなってお

ります。それから、必要に応じてと今なっている学識経験者の意見照会は、当面す

べて意見照会を行うといったことを聞いております。 

１ページ目の囲みの注釈の中で３点ありますけれども、ゲノム編集技術、カルタ

ヘナ法などの用語解説でございます。それと、カラーの部分、３ページと４ページ、

前回の委員会でも同じような資料を付けておりますが、品種改良技術である育種に

ついての全体的な説明、それから突然変異を利用した育種、一般的に行われている

部分です。それとゲノム編集技術についての解説資料というのを添付しております

ので、こちらはおさらいということでご覧いただければと存じます。 

説明の最後となりますけれど、現在、ゲノム編集技術を利用した食品については、

機能性成分を多く含んだ、ＧＡＢＡと言われるものですが、これを含んだトマトで

すとか、天然毒素のソラニンやチャコニンといったようなものを大幅に低減したバ

レイショ、それから超多収性のイネといった開発が、国家プロジェクトなどによっ

て進められております。現時点ではまだ、農林水産省に情報提供されたというもの

はございません。引き続き、農水省をはじめ関係者との連携を密にしながら、情報

収集等に努めて参りたいと考えております。私からは以上でございます。 

 

【西邑会長】 

 続いて資料５の方をお願いします。 

 

【斉藤保健福祉部健康安全局食品衛生課課長】 

保健福祉部健康安全局食品衛生課の斉藤でございます。私からゲノム編集技術応

用食品等の食品衛生上の取扱いについて説明させていただきます。資料５をご覧く

ださい。ゲノム編集技術応用食品等の食品衛生上の取扱いにつきましては、資料５

にありますとおり、令和元年９月 19 日付で厚生労働省から通知されております。 

めくっていただいて、次のページご覧ください。ここからが取扱要領になります。

ここでは、（１）ゲノム編集技術、（２）ゲノム編集技術応用食品、（３）の添加
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物に関する定義がそれぞれ記載されております。その一つの（１）ゲノム編集技術

の定義について説明いたしますと、そこには、ゲノム編集技術とは、特定の機能を

付与することを目的として、染色体上の特定の塩基配列を認識する酵素を用いて、

その塩基配列上の特定の部位を改変する技術とされています。この中の特定の機能

を付与とは、例えばですが、アレルギー物質が少ない卵でありますとか、血圧抑制

効果のあるトマトなどが挙げられます。なお最終的に外来の遺伝子またはその一部

を含む場合は、組換えＤＮＡ技術に該当するものとされているところでございます。 

届出の対象となるゲノム編集技術応用食品の範囲につきましては、次のページを

ご覧ください。届出対象は、①と②であります。①はそこに書いているとおりでご

ざいますが、②に関しましては、ゲノム編集技術によって得られた微生物を利用し

て製造されたものである場合、その内容が従来の育成技術でありますとか、自然界

で起こりうる範囲を超えていなければ、届出の対象となるとされております。また、

遺伝子の状況が最終的に外来の遺伝子及びその一部を含む場合は、組換えＤＮＡ技

術に該当するものとして、組換えＤＮＡ技術応用食品及び添加物の安全性審査手続

きに従い、安全性審査を受ける必要があるとされているところでございます。さら

に、遺伝子の状況がこれまで説明したいずれにも該当しない場合は、届出または安

全性審査の必要の可否について、厚生労働省において、個別具体的に判断されるこ

ととされております。 

なお、届出されたゲノム編集技術応用食品を利用して製造加工された食品につい

ては、新たな届出の必要がないということになっております。これは、加工食品の

安全性は、もともと原材料の安全性の確保をもって、そのあとに加工されたものの

安全性を担保することから、加工品についての確認は不要とされているところです。 

ただいま説明してきました届出について要約しますと、ゲノム編集技術応用食品

のうち、外来の遺伝子が残存しない場合、ゲノム編集技術応用食品として届出が必

要となり、外来の遺伝子が残存する場合、この場合は組換えＤＮＡ技術応用食品と

して、安全審査は必要となるという内容になっております。 

次の３には添加物について記載されておりますが、添加物についての考え方は食

品と同様の取扱いとなります。 

次の４の届出の方法ですが、最後のページにあります、ゲノム編集技術応用食品

の取扱いに係るフロー図を見ていただければと思います。左上のところですが、ゲ

ノム編集技術応用食品の開発者等は、厚生労働省に事前相談し、厚生労働省はその

食品が、網掛けの矢印の届出に該当するか、若しくは塗りつぶしの矢印の安全審査

に該当するかについて、遺伝子組換え食品等調査会に確認し、必要に応じて食品安

全委員会に諮問するなどし、開発者に結果を回答するというフロー図になってます。

右側の矢印の安全審査に該当した場合は、従来行われている遺伝子組換え食品と同

様な経過が行われて、最終的に流通が可能になります。 

通知文本文に戻りまして、５の届出及び公表する情報には、開発者等が厚生労働

省に届出する情報でありますとか、厚生労働省が公表する情報が記載されておりま

す。６の後代交配種の取扱いについては、今後継続して検討することとされて、７

のその他では、本要領は必要に応じて見直しすることとされております。 

ゲノム編集技術応用食品等の食品衛生上の取扱いに関する説明は以上でございま

す。 
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【髙石環境生活部くらし安全局消費者安全課消費問題対策担当課長】 

お疲れさまでございます。環境生活部消費者安全課の髙石と申します。ゲノム編

集技術応用食品の表示に関しましてご説明申し上げます。資料については資料６を

ご覧ください。 

先ほどの説明にもありましたとおり、本年９月 19 日厚生労働省はゲノム編集技術

応用食品等の食品衛生上の取扱要領を定めたところでございます。消費者庁といた

しましては、この策定を受けまして、ゲノム編集技術応用食品については表示を義

務づけしないなど、食品表示上のあり方について整理方針を、食品表示基準Ｑ＆Ａ

に新たに盛り込みまして、資料６のとおり、各都道府県などにこの度通知したとこ

ろであります。 

このＱ＆Ａには、ゲノム編集技術応用食品に関する事項といたしまして、新たに

５項目追加になっております。資料６のほうを１枚めくっていただきまして１ペー

ジ目、ゲノム編集技術応用食品とは、どのような食品なのか、めくっていただいて

２ページ目、ゲノム編集技術応用食品は食品表示基準に基づく遺伝子組換え表示の

対象となるか、３ページ目、遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食

品に、関連する表示をすることはできるか、そして４ページ目、ゲノム編集技術応

用食品ではないと表示することはできるか、最後になりますが、遺伝子組換え食品

に該当しないゲノム編集技術応用食品に、「遺伝子組換えでない」と表示すること

ができるか、以上５項目になります。詳細につきましては、後ほどご覧いただけれ

ばと思います。 

次にＱ＆Ａのポイントなどについて、簡単に説明させていただきます。資料６の

最後のページ、Ａ４横のポンチ絵をご覧ください。ゲノム編集技術応用食品の表示

につきましては、組換えＤＮＡ技術に該当するもの、いわゆる遺伝子組換え食品と

言われるものと、組換えＤＮＡ技術に該当しないもの、大きくこの２つに区分して

考えていくものであります。まず、組換えＤＮＡ技術に該当するものは、従来から

表示が義務づけられているものであり、遺伝子組換え表示制度に従った表示が必要

となります。一方で、組換えＤＮＡ技術に該当しないものは、この度の通知にあり

ましたとおり、表示を義務づけしないということとされたところでございます。 

では、なぜ今回、食品表示の対象外となったのかというところでございますけれ

ども、昨年の 12 月、厚生労働省が所管する薬事食品衛生審議会食品衛生分科会新開

発食品調査部会という部会の中で、ゲノム編集技術を利用して得られた食品等の食

品衛生上の取扱いについて、といった内容の報告書を取りまとめたところでありま

す。この報告書におきましては、ゲノム編集技術応用食品のなかで、組換えＤＮＡ

技術に該当しない食品の定義につきましては、自然界で起こりうる切断箇所の修復

による変化の範囲内であり、従来の育種技術でも起こりうるものとしているところ

でございます。国ではこの報告内容を踏まえまして、現時点では、組換えＤＮＡ技

術に技術に該当しないもので、外来遺伝子などが残存しないものにつきましては、

ゲノム編集技術によって得られた変異かどうか判別するための実効的な検査法の確

立が困難、科学的な判別が不能、また国内外の食品の供給過程の各段階におきまし

て、分別流通等の管理方法の確立されていない、このことは書類確認を基本とする

表示監視で、ゲノム編集技術応用食品かどうかにつきまして、真偽を把握すること
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が困難であり、実効的な表示の監視体制を確保できない、これらを理由とし、現段

階では食品関連事業者の皆様に表示を義務づけることは困難としているところであ

ります。 

このように国では、現段階では食品表示を義務づけしない方針を示したところで

はございますけれども、一方、厚生労働省の取扱要領に基づき、ゲノム編集技術の

届出をし、その技術を利用した食品につきましては、届出があったものは是非表示

をしていただきたいなど、消費者庁は働きかけていく考えということも申し上げて

おります。さらに、ポンチ絵の一番下段にも記載されているところですが、消費者

の中には、ゲノム編集技術応用食品に対し、選択の表示を求める声がある、こうい

った声も消費者庁のほうでは承知しており、また、ゲノム編集技術は、今後さらに

国内外で研究開発が進められていく分野であることから、流通実態や諸外国の表示

制度に関する情報収集などを随時行わせていただき、新たな知見などが得られた場

合につきましては、表示の義務付けも視野に入れつつ、必要に応じて取扱方針の見

直しを検討してまいりたいというというふうに申し上げているところでございます。 

以上、非常に簡単ではございますが、私からのご説明とさせていただきます。 

 

【西邑会長】 

はい、ありがとうございました。ただいま説明のありましたゲノム編集技術をめ

ぐる情報の提供でしたが、委員の方からご質問等ございますか。なかなか内容難し

いところもあるのですが、どんな質問でも結構です。いかがでしょうか。どうぞ。 

 

【畠山副会長】 

厚生労働省、それから農水省、消費者庁の各対応がこうやって出ているわけです

けれども、これらの対応というのは、あくまでも届出のあったものについてであっ

て、届出せずに、事前相談せずに、勝手に市場に出回るということはあるものでし

ょうか。そういうことは想定されますでしょうか。 

 

【斉藤課長】 

厚労省に届出しなかった場合、罰則規定というのは実はないです。場合によって

は悪意があって、そういう場合も全くないということは、想定できないと思います。

これは道の考え方ではなくて、国の考え方として、７月５日に国において説明会が

ありました。その中で厚労省の担当者が言っていたのが、悪意があった場合には公

表する、そういう手続きをとりまして、しっかりとそのことで実効性が確保されて

いくようなことにしたい、というような考えを持っているようです。 

 

【畠山副会長】 

そこのところがすごく不安といいますか、本当にそれで実効性があるのかなとい

うように、ちょっと思ってしまうのですよね。悪意のある開発者をどうやって掴む

のかなと思ったりするんですけれども。 

 

【鈴木委員】 

多分、種苗登録しないといけないので、新しい品種として登録される段階で、ど
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ういうやり方で育成されたかということがわかると思うんですよね。ですから、品

種登録されないで流通することはまず国内ではあり得ないと思うので、その段階で、

わざわざゲノム編集使っていませんよということを、使っているのに使っていませ

んということを言う必要もない。ですので、そういうものが新しい品種として出回

るということはあり得ないというふうに思います。 

 

【山口課長】 

今、鈴木委員から補足ありましたとおり、当面、最初に出てくるものとしては、

当然、開発費がかかってるわけです。特に特許の関係で、この制限酵素を使って研

究開発することに対しては非常に安価で提供してくれているのですけれども、実際

に商品化となると、そういった特許の問題がございます。そうした部分をクリアし

ながら、初めは、やはりゲノム編集技術を、こういうメリットがあるよというとこ

ろを全面に出していくものがおそらく流通するだろうというような話を、色々な説

明の時に、聞いているところでございます。 

それと、実際にゲノム編集をしたかどうか確認の仕方は、ちょっと難しい専門用

語でヌルセグリカントという、目的の遺伝子変異はあって、外部から持ち込んだ遺

伝子や核酸が完全に抜けている状態であることを確認する方法、大きく３種類ござ

いまして、ＰＣＲ法、次世代シークエンサーで確認する方法、それから一番使われ

ているのがサザンブロットという方法、３種類ぐらいありまして、これらを全部や

って、残存していないという確認ができるということは、逆に、それで（ゲノム編

集をしたということが）確認ができない、今の技術では確認できないということは、

その生物のみといいますか、確実に持ち込んだ塩基だとかそういう部分は、抜けて

いるということ。そういう検証は、先ほど私の方で説明しました、農林水産省が重

要視している育種、選抜の過程ということで、行政としても確認をするといったこ

とは伺っております。ただ、畠山副会長がおっしゃった可能性という部分について

は、否定はできない部分はあるということも、それは事実かと思います。私どもが

聞いているのは、そういったようなことであります。 

 

【西邑会長】 

よろしいでしょうか。他の委員の方からご質問ございませんか。それでは川合委

員。 

 

【川合委員】 

現行のいわゆる遺伝子組換え食品では、例えば、遺伝子組換え大豆を使った醤油

など、いわゆる、外来の遺伝子があったとしても、分解されて製品に残らないよう

な場合、その表示の義務付けというのがどうなっているか、ちょっとよく分からな

いところもあるのですが、このゲノム編集技術の場合は、そういう外来遺伝子が残

っていない場合は、表示をしなくてもよいと解釈できます。現行の遺伝子組換え食

品における表示の考え方が、ゲノム編集技術を使ったものの考え方を反映して変わ

っていくという可能性について教えていただければと思います。 
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【髙石担当課長】 

まず、遺伝子組換え食品の表示というものなのですけど、いま委員がおっしゃら

れた大豆につきまして、たぶん皆さん、大豆の醤油ですとか納豆ですとかを見たと

きに、「大豆（遺伝子組換えでない）」と表示されているものを見たことがあると

思うのですが、実はあれは、遺伝子組換えの大豆が、流通過程や管理過程で混ざる

確率が５％以下ですよということです。ですので、遺伝子組換えではないというこ

とが、遺伝子組換え食品が入ってないということではない。ただ、そこの部分につ

いては、今後表示について法改正がございますので、ゼロでなければ「遺伝子組換

えではない」という表示はできなくなります。2023 年にゼロでなければ「遺伝子組

換えではない」という表示はできなくなりますので、そこの部分はゲノムも遺伝子

組換え食品とリンクはしていくと思います。 

 

【川合委員】 

醤油など、原材料に遺伝子組換えのものを使っても、製品に外来遺伝子由来のタ

ンパク質成分などが残存しない場合も、ゲノム編集技術で作られた製品と同様に表

示が必要にならなくなるというようなことが、想定されるのかどうか、もし何か情

報がありましたらお教えください。 

 

【髙石担当課長】 

まず遺伝子組換え食品に関しましては、分解されたとしても、原材料に大豆とか

義務づけが指定されている農作物が使われている場合には、表示が必要となります。 

 

【西邑会長】 

川合委員がおっしゃるのは、このゲノム編集で表示義務がないという判断するよ

うな方向性が、今度は遺伝子組換えのほうで、今はやっているけれども、それがこ

れから今度は逆に変わっていくような方向性が、これから議論されるような可能性

というのはありますかというような質問だと思います。 

 

【瀬川局長】 

油にしても醤油にしても分析で引っ掛からないものは、ＧＭであっても表示する

義務はありません。また、５％以上かつ、この「かつ」というのが大事なんですけ

れども、原材料の重量ベースで上位３番目に入らないものは表示しなくてよいこと

になっています。ですからこれに引っ掛からない、例えば３番目じゃなくて重量が

４番目以降でＧＭのものを使っていても、制度上は表示しなくてよくなっておりま

す。ですから、科学的な分析で分からないものと、表示の制度で表示しなくてもい

いものと２種類ございます。 

ゲノム編集については、資料４－１のところ、カラー刷りで３パターンあります

けれども、ＳＤＮ―１という核酸や遺伝子が残らず、次世代シークエンサーなどで

も引っ掛からないもの、こういったものは、基本的にどうやっても検出できないの

で、ＧＭの世界と同じ理論でいけば、表示はされないだろうということでございま

す。科学的な分析方法が確立できないうちは、まずできないということと、それか

らＧＭと同じように、重量ベースでリミッターがかかれば使っていても表示されな
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いだろうというところ、ここの整合性をかけるような議論というのは、今までの国

の意見交換会の中でもいっさい議論されておりませんので、そうなると、ほぼＧＭ

と同じ流れの中で、表示が検証されるだろういうふうに予想されます。 

 

【西邑会長】 

ありがとうございました。先生よろしいですか。そろそろ時間もちょっと超過し

てきましたので、それでは副会長、簡単に。 

 

【畠山副会長】 

すいません。今のちょっと川合委員がおっしゃったことに関連するんですけども、

表示のことなのですが、遺伝子組換えの場合は最終製品に組み換えたＤＮＡやそれ

から生じた蛋白が残らなければ、表示はしなくてもいいというふうになっているわ

けですが、今回、ゲノムに関する表示の方法についても、考え方ですか、そこにつ

いてもちょっと似たところがあるなというふうに思うんですが、ただ、遺伝子組換

えの場合は多国籍企業の問題も社会的にですね、いろいろ言われていますので、消

費者としては、食の安全性ばかりでなくて、それを作っている企業が社会的にどの

ようなことをやっているのかというところまで、関心がいっているんですね。です

からそういった意味では、消費者が表示を求めるということは、もっと幅広い観点

から求めているのであって、それに応えてもらいたいなというのは、消費者の願い

です。ゲノムでも同じようなことが言えるかなと思っています。 

 

【髙石担当課長】 

ご意見ありがとうございます。先ほど私の説明の後段で、最後に申し上げたよう

に、消費者庁もいろんな意見を聞いて、情報収集して、表示の義務付けも視野に検

討をして参りたいというふうに言ってますので、いろんなご意見というのをお出し

いただいて、検討を進めていただくということが必要かと思います。先生の意見も

しっかり聞かせていただきましたので。 

 

【西邑会長】 

ありがとうございました。それでは事務局にはゲノム編集技術に関する情報につ

きまして、引き続き収集、共有のほうをよろしくお願いいたします。 

それでは、議事の方のその他の（イ）になりますが、事務局の方から何かござい

ますでしょうか。 

 

【山口課長】 

 特にございません。 

 

【西邑会長】 

はい。それでは委員の方から何かございますでしょうか。無いようですので、全

体を通してですね、委員の方から何かこの場でご意見等ございますか。よろしいで

すか。 

それでは予定しておりました議題につきまして、すべて終わりました。長時間に
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わたり、円滑な議事進行にご協力いただきまして、ありがとうございました。これ

で進行を事務局に戻します。 

 

○ 閉 会 

【大脇主幹】 

西邑会長、どうもありがとうございました。それでは閉会にあたりまして、大西

推進監からご挨拶を申し上げます。 

 

【大西食の安全推進監】  

本日は貴重なご意見ご提案を賜りましてありがとうございます。西邑会長には、

委員会を円滑に進行していただき、厚くお礼を申し上げます。 

第７期クリーン農業推進計画につきましては、本日、皆様からいただいたご意見、

そして今後実施いたしますパブリックコメントでのご意見などを踏まえ、案を作成

して参ります。 

さて、このクリーン農業の取組でございますが、道では全国に先駆けて平成３年

から、環境保全型農業などクリーン農業を提唱して参りました。このころはバブル

景気の崩壊が始まりますとともに、酸性雨をはじめといたします地球環境問題が顕

在化しており、人類共通の課題として持続可能な開発という理念のもとに、環境と

開発の両立を目指して、平成４年にブラジルで地球サミットが開催された頃でござ

います。それから四半世紀過ぎて、平成 27 年には、人間活動に伴って引き起こされ

る環境をはじめとした諸問題を国際社会全体で協調して解決するために、先ほど冒

頭の挨拶で西邑会長からございましたとおり、国連で持続可能な開発目標、ＳＤＧ

ｓが採択され、現在その実現に向け様々な取組が進められるところでございます。

道で取り組んでおりますクリーン農業は着実に拡大してございますが、今回のクリ

ーン農業の推進計画、このＳＤＧｓの考え方も盛り込みながら作成することが不可

欠であると考えているところでございます。 

来年１月に開催する第３回委員会におきましては、この計画の案についてのご審

議、またＧＭ条例の施行状況等の点検・検証における道民の皆様から意見聴取等の

結果のご報告などを予定してございますので、引き続きよろしくお願いしたいと思

います。 

話は若干逸れますけれども、前回の委員会のあと、私はクリーン農業ですとか有

機農業をやってる農家の方々、お話を聞く機会ございました。正直なところ、皆さ

ん大変苦労なさってるなというのが、非常に実感したところでございます。消費者

に安全なものを届けたい、将来の子どもたちの体が心配だよとか、あと、手間のか

かるクリーン農業は高齢化で仲間が減っているんだよねとか、ＧＡＰに取り組んで

いるけどなかなかメリットが見えてこないんですよねとか、正直な意見が多数寄せ

られてございます。 

また今日も貴重なご意見をたくさん頂いたのですが、皆様の食育が大切とか、武

岡委員からはＰＲが下手くそとか、あと菊谷委員からはなかなか戦略が見えてきて

いないとか、あと箱石委員からはスローフード、文化が大切だよといった、いろん

な意見が寄せられて非常に参考になったところでございます。今更ながら、こうい

うご意見を賜って私は考えますが、クリーン農業の推進の鍵は、やはり進める上で
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の持続性を生産者の方に担保していただくにはですね、やはり適正な対価の確保が

非常に重要だろうというふうに思っております。まずそのためには人口減少が続く

農村で規模拡大が進む中、また、気候変動が非常に顕著な中では、それに対応した

クリーン農業技術の開発がまず一番重要だろうと思っております。あとはですね、

地産地消ですとか、身土不二とか医食同源といった、愛食運動といった食育の精神

にもう一度立ち返ってですね、このクリーン農業を一生懸命進めて、このクリーン

農業を支援していただける応援団をですね、もっともっと作っていかなきゃいけな

いかなと考えてございますので、このような計画になればいいなと私は考えている

ところでございます。 

最後になりますが、委員の皆様には大変お忙しい中、長時間にわたって議論を深

めていただいたことに改めて感謝いたしますとともに、今後とも食品行政をはじめ

といたします道政の推進にご支援、ご尽力を賜りますよう重ねてお願い申し上げ、

閉会の挨拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。 

 

【大脇主幹】 

これをもちまして、本日の委員会を閉会させていただきます。本日はどうもあり

がとうございました。 

（以上） 

 


